
有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
新
旧
対
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

３

資料２－４
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○

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

前

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
の
対
象
と
な
る
事
業
の
範
囲
）

（
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
の
対
象
と
な
る
事
業
の
範
囲
）

第
一
条

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以

第
一
条

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
特
定
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
特
定
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
業
で
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
が
五
千
万

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
業
で
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
が
五
千
万
円

円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

以
上
の
も
の
と
す
る
。

一

有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
の
漁
場
と
し
て
の
効
用
の
低
下
し
て
い
る
水
面

一

有
明
海
及
び
八
代
海
の
海
域
の
漁
場
と
し
て
の
効
用
の
低
下
し
て
い
る
水
面
に

に
お
い
て
行
わ
れ
る
堆
積
物
の
除
去
事
業
で
、
当
該
効
用
を
回
復
す
る
た
め
の
も

お
い
て
行
わ
れ
る
た
い
積
物
の
除
去
事
業
で
、
当
該
効
用
を
回
復
す
る
た
め
の
も

の

の

二

有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
の
漁
場
と
し
て
の
効
用
の
低
下
し
て
い
る
水
面

二

有
明
海
及
び
八
代
海
の
海
域
の
漁
場
と
し
て
の
効
用
の
低
下
し
て
い
る
水
面
に

に
お
い
て
行
わ
れ
る
海
底
の
覆
土
事
業
で
、
当
該
効
用
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の

お
い
て
行
わ
れ
る
海
底
の
覆
土
事
業
で
、
当
該
効
用
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
（
同
項
第
二
号

百
三
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
（
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
の
環
境
の

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
有
明
海
及
び
八
代
海
の
海
域
の
環
境
の
保

保
全
及
び
改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
財
務
大
臣

全
及
び
改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
財
務
大
臣
と

と
協
議
し
て
指
定
す
る
事
業

協
議
し
て
指
定
す
る
事
業
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○

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

前

有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評
価
委
員
会
令

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
令

（
組
織
）

（
組
織
）

第
一
条

有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

第
一
条

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

）
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

（
削
る
。
）

第
八
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
・
第
九
条

（
略
）

第
九
条
・
第
十
条

（
略
）
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○

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

前

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

（
水
環
境
課
の
所
掌
事
務
）

（
水
環
境
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
四
条

水
環
境
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
四
条

水
環
境
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）


